様式第11号の3(第31条の2関係)
承認番号　第　　　　　号　
第 　　　　 号　
　　年　　月　　日　
　　　　　　　様
彦根市長　　　　　　　印　　

日常生活用具給付事業紙おむつⅡ給付承認通知書

　　　　　年　月　日付けで申込みのあった日常生活用具給付事業紙おむつⅡの給付については、下記のとおり承認しましたので通知します。

記

	受給者氏名
	

	受給者住所
	

	給付品目
	

	紙おむつⅡ基準額
	
	
	



注意事項
(1)　紙おむつⅡの給付を受けるには、
ア　毎年9月15日から10月15日までに、その年の4月1日から9月30日までの購入分の領収書等を添付して届け出る必要があります。
イ　毎年3月15日から4月15日までに、その年の10月1日から3月31日までの購入分の領収書等を添付して届け出る必要があります。
(2)　受給者の氏名、住所等を変更したときは、障害福祉課に届け出て下さい。
(3)　長期的(概ね6箇月以上)に入院されるとき、障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所されるときは、紙おむつⅡは、支給されませんので速やかに届け出て下さい。
